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〔将来像〕 
一人ひとりが、ものを大切に長く使い、詰め替え商品を選ぶなど本当に必要なものを必要

な量だけ使う暮らし、資源を大切にする暮らしを実践し、１人１日当たり１００ｇのごみ減

量を達成します。 

さらに、区民、事業者等と一体となって、限りのある資源を有効活用するとともに、廃棄

物の発生を抑制し、快適で誇りのもてる循環型のまちを実現します。 

 

〔取組方針〕 
こうした将来像を目標に、ごみをつくり出さないための工夫や意識を区民や事業者と共有

し、自主的な取組を促していきます。 

 

 

 

 

 

  

（イラストはイメージです） 

ものを大切にして循環型社会を実現する 

基本方針 2 循環型社会づくり 
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指標の評価 
：目標値を達成   ：目標値に近づいている   ：目標値に近づいていない  －：現状値を把握していない 

指標項目 基準年度 基準年度末 
時点実績値 

２０１９ 
（令和元） 

年度末実績値 
目標 評価 

成果指標      

 
ものを大切にする行動を
行っている人の割合 

２０１６ ９１.８％ －※1 増加 －※1 

関係計画に基づく成果指標※２      

 

１人１日当たりごみ量 ２０１４ ５４９ｇ ５１６ｇ 

４５１ｇ 

２０２５（令和７） 

年度まで 
 

 

リサイクル率 ２０１４ ２７.５％ ２５.３％ 

３１.７％ 

２０２５（令和７） 

年度まで 
 

取組点検項目      

 
子どもたちへの 

環境学習※３実施回数（☆） 
２０１７ ３１回 ３４回 現状維持 

 

 

資源回収量（☆） ２０１４ ２０,４９０ｔ １７,９７７ｔ 増加 
 

 
事業用大規模建築物の 
排出指導 

２０１６ １１回 １８回 現状維持 
 

※１ 本年度は区民に対する『環境に関するアンケート』を中止したため、現状値の把握ができませんでした。 

※２「目黒区一般廃棄物処理基本計画」で定められている指標。 

※３ 子どもを対象に、資源やごみの適正排出について、スケルトン清掃車やパネルなどを活用しながら清掃事務所で行う事業。 

 

 

２０１９（令和元）年度の成果 

 １人１日当たりごみ量は、基準年度末時点実績値から３３ｇ減少し、目標値に近づいてい

ます。これに対し、リサイクル率は、基準年度末時点実績値から２.２ポイント減少してい

ます。その理由は、資源である古紙の回収量が減少しているためと考えられます。（p.２５

参照） 

 子どもたちへの環境学習実施回数については、区内の保育園や小学校などで資源やごみの

適正排出やごみの減量に関する環境学習を３４回実施し、現状を維持しています。 

 資源回収量については、基準年度末時点実績値より減少しており、再生利用可能な資源の

分別、集団回収などの取組をさらに進めていくことが必要です。 

 ごみの適正処理の推進に向けた、事業用大規模建築物の排出指導については、基準年度末

時点の実績値を上回る１８回を実施しました。 
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施策の目標２-1  ごみをつくり出さない意識の醸成  
 

施策の進め方  

限りある資源を循環させ、廃棄物の発生を抑制する循環型社会を築いていくためには、 

環境に配慮したさまざまな取組によって、快適で安全な暮らしや事業活動を支えることが 

できるような方策が求められています。 

区では、区民一人ひとりが取り組みやすい具体的な行動例として、「めぐろ買い物ルール
4
」

を提唱し、ごみをつくり出さない取組を行ってきました。 

今後も、ごみそのものの発生を抑えていくために、区民、事業者にごみや環境問題に   

ついて関心を持ってもらうと同時に、ごみをつくり出さないための工夫や啓発を積極的に 

行います。 
 

 

●環境学習の実施 
子どもたちや周囲の大人たちが資源とごみの適正排出や

ごみの減量について興味を持ち、日々の生活の中で実践して

いくことを目的に環境学習を実施しています。 

２０１９（令和元）年度は、保育園、幼稚園、小学校など

で、環境学習を３４回実施しました。 

中身の見える清掃車（スケルトン清掃車）による収集体験

やごみ減量キャラクター、紙芝居、パネルなどを活用した説

明を通して新しく食品ロス削減を取り上げるなど、効果的な

普及啓発を推進することができました。 

 

●ＰＲ施策による普及啓発 
「資源とごみの分け方・出し方」パンフレット（日本語・英語・中国語・ハングル版）、子ど

も向けパンフレット（小学校２年生用・小学校４年生用）、チラシなどを作成し、継続的に啓発

活動を実施しました。 

また、ごみの減量、適正な排出などを普及啓発するため、クリアファイルなどの各種啓発品

を作成し、配布しました。 

                                        
4 めぐろ買い物ルール：賢い買い物（スマートショッピング）を区内に広めるための、リデュース（発生抑制）、リユース（再利

用）、食品ロス削減につながる区民・事業者共通のルールのこと。「ノーレジ袋のすすめ」、「バラ売りを選ぼう！」、「詰め替え商品

を選ぼう！」、「残さず食べる工夫をしよう！」、「『長く』『繰り返し』使おう！」という５つのルールがある。 

＜ごみ減量キャラクターを活用した環境学習＞ 

ゴミラス  クリン 

＜目黒区のごみ減量キャラクター＞ 

＜紙芝居を使った環境学習＞ 
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＜めぐろ買い物ルールチラシ＞ 

●「めぐろ買い物ルール」普及啓発・取組支援 
「めぐろ買い物ルール」は、ごみをなるべく出さない 

賢い買い物（スマートショッピング）を区内に広めるた 

めの、リデュース（発生抑制）、リユース（再利用）、 

食品ロス削減につながる区民・事業者共通のルールです。 

「めぐろ買い物ルール」の取組を推進する店舗などを 

「めぐろ買い物ルール参加店」として登録し、その取組 

を紹介することにより、ルールの推進及び区民への意識 

啓発を図りました。 

また、「めぐろ買い物ルールを広める会」と連携して 

イベントを行いました。 

 

 

◇２０２０（令和２）年度に実施する主な施策の内容 

・２Ｒ5事業の推進や分別徹底について、子ども向け環境学習やチラシ・パンフレットの発行

など、さまざまな媒体を利用して普及啓発を進めます。 

・「めぐろ買い物ルール参加店」の拡大を図るとともに、「めぐろ買い物ルールを広める会」と

の連携を強化し、更なる普及啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
5 ２R：２R（ツーアール）とは、リデュース（発生抑制：ごみの発生、資源の消費をもとから減らす）、リユース（再使用：くり返

し使う）のこと。 

トピックス 

食品ロス（フードロス）削減のため、フードドライブを実施しました! 
 食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。日本では、２０１７（平成

２９）年度に、２,５５０万トンの食品廃棄物などが出されましたが、このうち、本来食べられ

るにも関わらず捨てられた食品ロスは６１２万トンと推計されています。 

 このような食品ロスを削減するため、目黒区では、家庭に眠っている食品を持ち寄り、必要

な人に届ける「フードドライブ」を４回実施※し、合計で３９４点（１０４.７kg）の食品を、

区内福祉施設などに寄付することができました。 

 残さず食べる、買い過ぎない、調理を工夫するなど、一人ひとりができることを考え、 

食品ロスの削減に向けて取り組むことが大切です。 

  

＜食品ロス削減国民運動のロゴマーク＞ 

＜２０１９（令和元）年度 フードドライブ実施実績＞※ 

実施日 イベント等名 点数 重さ 

６月３０日（日）緑が丘文化会館 ３０点 ６.７ｋｇ 

１１月９日（土）目黒区消費生活展 １９６点 ５８.８ｋｇ 

１２月８日（日）エコまつり めぐろ２０１９ １４０点 ３４.０ｋｇ 

１月１８日（土）田道ふれあい館まつり ２８点 ５.２ｋｇ 
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施策の目標２-2  ごみの減量と資源化の推進  
 

施策の進め方  

３Ｒ
6
（リデュース・リユース・リサイクル）を推進するためには、大きなコストを必要と

する「リサイクル（再生利用）」より前に、まず「リデュース（発生抑制）」と「リユース    

（再使用）」の２Ｒを徹底し、ごみを出さないことが大切です。 

その上で、再生利用可能な資源（プラスチック製容器包装、ペットボトル、びん、缶、 

古紙等）の分別回収や集団回収を進めるとともに、小型家電の回収等による廃棄物の資源化

を進めていきます。 

  

●家庭ごみの減量 
「目黒区一般廃棄物処理基本計画」の取組イメージである「１人１日当たり約１００ｇのご

み減量」に向けた合言葉として、「Ｍ（目黒）・Ｇ（ごみ）・Ｒ（リデュース）・１００ｇ」を掲

げ、ごみの減量に取り組んでいます。２０１６（平成２８）年度から２０１８（平成３０）年度

に実施した「ＭＧＲ１００ごみ減量アイデア」作品をホームページに掲載するとともに、優良

事例を町会回覧やパンフレットなどで紹介しました。 

 

●食品ロス削減の推進 
２０１９（令和元）年度から新しく「食べきり協力店制度」を導入するとともに、フードド

ライブを実施し、食品ロス削減対策の強化を図りました。また、食べ残しを減らすため、宴会

の開始後３０分と終了前１０分は自分の席で食事を楽しむ「３０１０運動」について、区報、

ホームページ、パンフレットなどで紹介し、店舗用卓上案内の配布を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        
6 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）：３Ｒ（スリーアール）とは、リデュース（発生抑制：ごみの発生、資源の消費をも

とから減らす）、リユース（再使用：くり返し使う）、リサイクル（再生利用：資源として再び利用する）のこと。 

トピックス 
不用なパソコン・小型家電の宅配便回収 

小型家電には、貴重な資源（金・銀・銅・レアメタルなど）が含まれています。 

区では、効率的な回収及び更なる再資源化を図るた

め、２０１９（令和元）年１２月から、小型家電リサ

イクル法の認定事業者であるリネットジャパンリサイ

クル株式会社と協定を締結し、パソコンを含む小型家

電の宅配便による回収を開始しました。 

２０１９（令和元）年１２月から２０２０（令和２）

年３月までの回収実績は、パソコン６,５４１kg、携帯

電話６８kg、その他の小型家電５,６８６kg で 

計１２,２９５kg でした。 

なお、使用済小型家電のうち、携帯電話などの９品目については、区内１０カ所に設

置したボックスなどによる拠点回収も行っています。 

トップページ ＞ くらし・手続き ＞ 自然・環境・ごみ ＞ ごみ・リサイクル ＞ 

家電４品目、家庭用パソコン、使用済小型家電の出し方 ＞ 使用済小型家電の回収をしています 

 

＜宅配便による回収の利用方法＞ 

ＷＥＢ 
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●資源回収の推進 
２００８（平成２０）年１０月から区内全域で、プラスチック製容器包装などの分別回収事

業やサーマルリサイクル7 のプラスチック混合可燃ごみ収集を行ったことにより、燃やさない

ごみが大幅に減少しました。一方、資源回収量とリサイクル率については、少しずつですが減

少してきています。その理由は、新聞や雑誌の販売量の落ち込みなどにより、資源である古紙

の量が減少していることが一因と考えられます。区民１人１日当たりのごみ量及び資源回収量

は、それぞれ５１６ｇ、１７５ｇでした。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜集団回収事業と実績＞ 

項目 
２０１７ 

（平成２９）年度 

２０１８ 

（平成３０）年度 

２０１９ 

（令和元）年度 

集団回収活動実施
団体への支援 
（古布・紙パック
を含む） 

登録団体 
３１２団体 

（８１町会・自治会）

３１８団体 

（８１町会・自治会） 

３２１団体 

（８１町会・自治会）

回収量 １１,９５２ｔ １１,４２９ｔ １１,２１１ｔ 

 

＜びんなどの分別回収量と回収拠点数＞ 

分別回収 
２０１7 

（平成２９）年度 

２０１８ 

（平成３０）年度 
２０１９ 

（令和元）年度 

増減量 

（対前年度） 

びん ３,０１０ｔ ２,９１５ｔ ２,８８７ｔ －２８ｔ 

スチール缶 ３８０ｔ ３７２ｔ ３７２ｔ ０ｔ 

アルミ缶 ４３２ｔ ４１３ｔ ４２７ｔ １４ｔ 

ペットボトル １,０３０ｔ １,０８０ｔ １,０８９ｔ ９ｔ 

プラスチック製容器包装 １,５４０ｔ １,５４４ｔ １,５７１ｔ ２７ｔ 

回収拠点か所 １９,７５６か所 ２０,３０９か所 ２０,７４３か所 ４３４か所 

  

                                        
7 サーマルリサイクル：廃棄物から熱エネルギーを回収すること。 

＜ごみ量・資源回収量の推移＞ ＜古紙回収量※の推移＞ 

  ※紙パックを除く。 
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●３Ｒによるごみ減量の推進 
目黒区エコプラザのリサイクルショップでは、「もったいない」意識の向上と環境への理解

を深めるため、特にリデュース・リユースの提唱と発信を行っています。 

２０１９（令和元）年度は、目黒区エコプラザなどでリサイクル着物のセールを行いました。

また、目黒区エコプラザから離れた地域で寄付品回収を行い、リサイクルショップのＰＲに努

めました。 

 

●小型家電等の拠点回収 
公共施設などにおいて、乾電池・紙パックの拠点回収を行いました。 

また、使用済小型家電の回収については、２０１5（平成２７）年度から１０か所の拠点で本

格的に実施しています。２０１９（令和元）年度の回収量は６.２トンで、前年度の回収量をや

や下回りました。なお、２０１９（令和元）年１２月から、パソコンを含む小型家電について

は、国の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社と協定を締結し、宅配便によ

る回収も行っています（２０１９≪令和元≫年度の回収量１２.３トン）。 

＜品目別回収拠点数と回収量＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇２０２０（令和２）年度に実施する主な施策の内容 

・２０１６（平成２８）年３月に改定した「目黒区一般廃棄物処理基本計画」の取組イメージ

に基づき、「１人１日当たり約１００ｇのごみ減量」の達成に向けて、ＭＧＲ１００プロジェ

クトを推進します。 

・資源とごみの分別向上やごみ減量を目指し、区民へ向けたＰＲを継続するとともに、転入者

を中心に分かりやすい周知を行っていきます。 

・事業系古紙の回収を継続します。 

・リサイクル着物のセール、子ども服の交換会などを継続して開催します。 

 

＜目黒区エコプラザのリサイクルショップ＞ ＜リサイクルショップ寄付品受付＞ 
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トピックス 

清掃・リサイクルの経費 
清掃・リサイクル事業の２０１９（令和元）年度の総支出額は、４３億８,８１７万円で

した。その内訳の中で資源回収費には、集団回収への支援も含まれています。また、清掃

事業分担金とは、清掃工場の運営や施設整備などの経費として、東京二十三区清掃一部事

務組合などへ納めている金額です。 

清掃・リサイクル経費の総支出額を目黒区の人口※で割ると、２０１９（令和元）年度の

区民１人当たりの清掃・リサイクル費用は、約１５,６００円となりました。 

※人口：住民記録（２０１９≪令和元≫年１０月１日現在。外国籍を有する方を含む。） 

＜清掃・リサイクル事業の支出額＞ 

項目 ２０１８（平成３０）年度 ２０１９（令和元）年度 

資源回収費 １１億４,７４９万円 ２７.１% １１億７,６２８万円 ２６.８% 

収集運搬費 １１億７,３３１万円 ２７.７% １２億３,６８４万円 ２８.２% 

清掃事業分担金 ９億３,４２１万円 ２２.１% ９億８,２１４万円 ２２.４% 

職員人件費 ９億２,０９２万円 ２１.８% ９億３,９８２万円 ２１.４% 

その他 ５,２３１万円 １.２% ５,３０９万円 １.２% 

総支出額 ４２億２,８２４万円 １００.０% ４３億８,８１７万円 １００.０% 

人口 ２７８,８８９人 － ２８１,５５５人 － 

区民１人当たりの 

清掃・リサイクル費用 
１５,２００円 － １５,６００円 － 

 
☆経費などは単位未満を四捨五入して整数で表示しているため、合計が表記のとおりの計算結果と一致しないこともあります。 

 

トピックス 

インクカートリッジと使い捨てコンタクトレンズの空ケースの回収 
目黒区エコプラザは、２０１８（平成３０）年２月から「イン

クカートリッジ里帰りプロジェクト」に参加しています。この取

組は、家庭用インクジェットプリンターの使用済みカート             

リッジ（「ブラザー」、「キヤノン」、「エプソン」、「日本 HP」の   

純正インクカートリッジ）を回収してリサイクルする取組です。  

２０１９（令和元）年度の回収量は、約４５.０kg でした。 

また、２０１９（平成３１）年４月から「使い捨てコンタクト

レンズの空ケース」の回収も始めました。回収しているのは、使

い捨てコンタクトレンズの空ケースで、購入店やメーカーは問い

ません。２０１９（令和元）年度の回収量は、約９.６㎏でした。 

インクカートリッジ及び使い捨てコンタクトレンズの空ケー

スはいずれも回収後は、文房具などにリサイクルされます。 

あああああああああああああ                                                    ＜使い捨てコンタクトレンズの 
空ケース回収容器＞ 

＜インクカートリッジ回収箱＞ 
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＜パンフレット＞ 
「事業系ごみ適正処理の手引き」 

施策の目標 2-３  ごみの適正処理の推進 
 

施策の進め方  

環境への負荷をできるだけ与えず適正にごみ処理がなされるよう、区民、事業者に分別 

ルールの徹底を働きかけることが重要です。 

このため、大規模建築物所有者に対する継続的な指導や不法投棄防止の取組、さらには、

水銀等の有害物質を含むごみやその資源化に関する情報提供等を行います。 
 

 

●事業用大規模建築物の排出指導 
事業活動に伴って生じた廃棄物は、事業者自らの責任で適正に処理する必要があります。 

区では、事業系廃棄物の減量を推進するため、事業用大規模建築物所有者に対する排出指導

を１８回実施しました。 

 

●ごみの分別ルールの徹底 
ごみの分別ルールの徹底を図るため、排出ルールが守られないなど、課題のある集積所に対

して、必要に応じて回収の都度、ごみの適正な排出指導や集積所の改善についての相談を実施

しました。 

また、不法投棄を予防するため、集積所などに警告ポスターを掲示しました。 

 

●安全・適正なごみの収集と処理 
ごみ量は、前年度と比べると１.２％増加しました。 

また、これまで以上にごみの適正処理を推進していくため、事業者が自らごみの排出状況を

確認して適正処理に取り組むことを目的とした「事業系ごみ適正処理の手引き」を作成し、普

及啓発に取り組んでいます。 

 

＜ごみ量の内訳＞         （単位：ｔ） 

項目 

２０１７ 

（平成２９）

年度 

２０１８ 

（平成３０） 

年度 

２０１９ 

（令和元） 

年度 

増減量 

（前年度比） 

燃やすごみ ４８,３０７ ４７,９１５ ４８,３６０ ４４５ 

燃やさないごみ ２,１５６ ２,１２７ ２,１４３ １６ 

粗大ごみ ２,３３８ ２,３０５ ２,４７５ １７０ 

合計 ５２,８０１ ５２,３４７ ５２,９７７ ６３０ 

※ 回収量などは単位未満を四捨五入して整数で表示しているため、合計が表記のとおりの計

算結果と一致しないこともあります。 

 

●水銀含有物の資源化 
区は、２０１６（平成２８）年４月から水銀含有物の分別回収を実施しています。 

２０１９（令和元）年度は、１２,０２４kg を回収しました。しかし、燃やさないごみとし

て水銀含有物が排出されることもあるため、今後も分別回収の周知徹底に取り組みます。 
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◇２０２０（令和２）年度に実施する主な施策の内容 

・大規模建築物に対するごみの排出指導を引き続き行います。 

・有料ごみ処理券の印刷・配送・販売体制の効率的な運用を行います。 

・安全かつ適正なごみの収集と処理及び情報提供を行います。 

・区民・事業者と十分に対話しながら集積所の改善指導などを行い、資源とごみの分別の徹

底を呼びかけます。 

・「目黒区一般廃棄物処理基本計画」に基づいて、「快適で誇りのもてる循環型のまち」を実

現します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

トピックス 

粗大ごみの件数が増えています 
家庭から排出される粗大ごみの受付件数は年々増加しており、近年は総受付件数に占め

るインターネット受付の割合が増加しています。またインターネット申込をされた方へ、

収集日の３日前に目黒区粗大ごみ受付センターからお知らせメールを送信しています。 

 
<粗大ごみインターネット受付> 

項目 

２０１７ 

（平成２９）

年度 

２０１８ 

（平成３０）

年度 

２０１９ 

（令和元） 

年度 

総受付件数 106,480 109,535 120,341 

インターネット
受付数 

 49,130  57,026  67,523 

インターネット
受付数割合 

46.1% 52.1% 56.1% 

 

<令和元年度 品目別収集実績 上位１０位> 
順位   品目 個数 割合 順位   品目  個数  割合 

1 

衣装箱（収納

箱：プラスチ

ック製等） 

17,010 5.9％ 6 照明器具 5,432 1.9% 

2 
布団【敷・掛

（2枚 1束）】 
14,791 5.2％ 7 

自転車（16

インチ超） 
5,405 1.9% 

3 掃除機 8,300 2.9％ 8 

そ の 他 の も

の（10kg 以

下） 

5,395 1.9% 

4 
バッグ（スー

ツケース） 
7,133 2.5% 9 

布団【毛布・

枕・座布団・

ク ッ シ ョ ン

含（5 枚 1

束）】 

5,344 1.9% 

5 

プ リ ン タ ー

（ イ ン ク ジ

ェット式） 

5,446 1.9% 10 扇風機 4,815 1.7% 

 

＜有料粗大ごみ処理券＞ 


